
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度から『地域木材利用促進事業費補助金』が変わります 

◎補助対象となる工事を拡大します 

令和７年度から、従来の新築木造住宅に加えて 

① 新築木造の非住宅（事業用・公共施設等） 

② 木造の増改築に伴う工事（住宅・非住宅） 

③ リフォーム（木質化）工事（住宅・非住宅）≪構造躯体条件なし≫ 

が補助の対象となります。 

◎補助金額の算出方法が変わります 

現在の補助額（R6 年度中申請）➡ R7 年度申請分より 

 大井川流域産材 使用量 

補
助
金
額 

現在 

 

 

15 ㎥未満 20 万円 

15 ㎥以上 50 万円 ➡ 

R7～（全工事共通） 

 

３㎥以上７㎥未満  10 万円 

７㎥以上 10 ㎥未満 20 万円 

10 ㎥以上 15 ㎥未満 30 万円 

15 ㎥以上 20 ㎥未満 50 万円 

20 ㎥～ 1 ㎥あたり 2 万 5 千円 

（上限 80 万円） 

 
◎市独自の特定建築業者への登録制度を廃止します 

国土交通省による特定建設業許可もしくは一般建設業許可を有し

ている建築業者による施工を条件とします。 

◎補助金の支給方法を、島田市金券による交付から申請者の口座へ

の振込に変更します。 

★補助対象となる申請者や工事内容の条件等、新制度の詳細は裏面をご確認ください。 

◎申請の判別について 

新制度の補助金は、令和７年４月１日以降に※工事着工するものが

対象です。令和６年度中（令和７年３月 31 日まで）に※工事着工

する場合は、現行の補助要綱に沿って申請を行ってください。 

新制度の補助金については、令和７年４月１日より受付けます。 

 

※工事着工：新築は上棟（躯体着工） 

       その他種別は工事着工 

◎新制度の補助金の場合は申請書類が変わります 

新様式は令和７年３月上旬に島田市ホームページにて掲載します。 

令和７年４月１日以降着工の場合は新様式にて申請してください。 
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